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取
水
ル
ー
ル
を
先
行
し
条
例
化
へ

こ
の
条
例
案
は
、
地
下
水
を
市
民
共
有

の
財
産
と
し
て
、
地
下
水
利
用
者
（
井
戸

等
）
の
利
用
状
況
の
届
け
出
お
よ
び
年
間

利
用
量
の
報
告
の
義
務
化
、
新
規
取
水
者

の
事
前
届
け
出
制
お
よ
び
一
定
量
を
取
水

す
る
場
合
の
事
前
協
議
の
導
入
な
ど
の
取

水
ル
ー
ル
を
定
め
る
も
の
で
す
。
具
体
的

に
は
左
ペ
ー
ジ
の
フ
ロ
ー
に
示
し
た
と
お

り
、
地
下
水
を
利
用
す
る
す
べ
て
の
皆
さ

ん
が
届
け
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
規
定
量
以
上
（
１
日
１
０
０
㌧
以

上
、
ま
た
は
取
水
口
の
断
面
積
が
12
平
方

㌢
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
下
水
を
新
規
に

取
水
す
る
場
合
は
、
周
辺
へ
の
影
響
な
ど

の
事
前
協
議
や
地
元
説
明
会
を
開
く
こ
と

と
し
ま
し
た
。
な
お
、
規
定
量
以
上
を
す

で
に
取
水
し
て
い
る
場
合
は
、
節
水
・
涵

養
計
画
を
作
成
し
、
届
け
出
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
１
日
10
㌧
以
上
の
地

下
水
を
取
水
す
る
場
合
は
、
取
水
量
を
毎

年
報
告
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
転
作
田
湛た
ん
す
い水
な
ど
地
下
水
の
涵

養
事
業
の
費
用
を
地
下
水
利
用
者
が
一
定

の
負
担
を
す
る
仕
組
み
作
り
（
協
力
金
制

度
の
導
入
等
）
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る

麦
後
転
作
田
湛
水
な
ど
の
試
験
事
業
の
効

果
検
証
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
後
、
農
家

や
土
地
改
良
区
な
ど
の
協
力
を
得
な
が
ら

検
討
し
て
い
く
予
定
で
す
。

地
域
産
業
に
生
か
し
て
い
き
ま
す

宮
澤
市
長
は
11
月
に
行
わ
れ
た
「
市
長

と
語
る
会
」
の
あ
い
さ
つ
で
「
3
・
11
東

日
本
大
震
災
以
降
、
水
の
大
切
さ
が
見
直

さ
れ
て
い
ま
す
。
被
災
地
で
は
初
め
に
水

が
必
要
と
さ
れ
、
１
日
た
り
と
も
欠
か
せ

な
い
も
の
で
す
。
市
は
地
下
水
を
ど
の
よ

う
に
守
り
活
用
し
た
ら
良
い
の
か
検
討
を

進
め
て
き
ま
し
た
。
今
後
、
企
業
な
ど
地

下
水
利
用
者
の
皆
さ
ん
に
地
下
水
保
全
の

た
め
の
協
力
を
求
め
て
い
く
こ
と
も
検
討

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
共
通
認
識
と

し
て
、
ど
の
よ
う
に
地
下
水
を
育
み
、
将

来
に
引
き
継
い
で
い
く
の
か
、
そ
し
て
地

域
産
業
に
生
か
し
て
い
く
の
か
、
市
民
の

皆
さ
ん
と
話
し
合
い
な
が
ら
田
園
産
業
都

市
の
実
現
に
向
け
て
取
り
組
み
た
い
」
と

呼
び
掛
け
ま
し
た
。

市
民
の
皆
さ
ん
の

意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

市
で
は
条
例
案
に
対
す
る
市
民
の
皆
さ

ん
か
ら
の
意
見
を
、
１
月
8
日
ま
で
募
集

し
て
い
ま
す
。
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
意
見

を
条
例
案
に
反
映
し
修
正
を
加
え
、
条
例

制
定
に
向
け
て
取
り
組
み
ま
す
。
任
意
の

用
紙
に
意
見
、
提
言
事
項
を
記
載
し
、
郵

送
か
持
参
、
フ
ァ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル
の

い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
、
12
月
5
日
発
行
の
広
報

あ
づ
み
の
お
知
ら
せ
版
の
15
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
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取水ルールを　　

　　　　　　　　　　作る
市では「地下水資源強化・活用指針」
をもとに「安曇野市地下水の保全・涵
養及び適正利用に関する条例（仮称）
素案」（以下条例案）を策定しました。
新たなルール作りに向けて、市民の皆
さんの意見をお寄せください。

地下水を育
はぐく

み、生かし、将来へ引き継ぐため
市民の皆さんと話し合いながら取り組みます －宮澤市長－

市長と語る会で呼び掛ける
宮澤市長

条例（案）のポイントを紹介します
１　取水ルールのポイント

12 月 15 日開催の条例制定
の地域別説明会（豊科公民館）

２　地下水の保全・涵養のポイント
○市は、水環境基本計画を策定。地下水の保全・涵養、適正利用のため長

期的に取り組むこととしています。
○地下水の水位や水質などを調査し、公表することとしています。
○地下水の涵養のための対策に係る経費の一部を、地下水採取者および地

下水利用者に対して協力金を求めることができることとしています。

３　その他のポイント
○市は、必要な場合に土地または、建物に立ち入り、地下水に関する調査

や助言、指導を行うこととしています。
○届け出・協議をせず、あるいは、虚偽の届出等をした場合に氏名等を公表。

この場合に、罰則を科すことも検討しています。

◆今後の取り組み

◆条例制定スケジュール

第１ステップ

第 2 ステップ

第 3 ステップ

平成 25 年 4 月から
取水ルール等の条例制定
・地下水利用状況の届け出など

転作田湛水等試験事業完了後
・転作田湛水など涵養事業の

拡大

涵養事業の進捗状況により
・地下水の涵養のための協力

金制度の導入

平成 24 年８月
○地下水資源強化・活用指針策定
12 月
○条例素案公表
○市民説明会の開催

○市民意見の募集（1 月 8 日まで）
平成 25 年１月
○市民意見を反映し条例案の修正
３月
○ 3 月定例議会で審議※可決の場合
４月
条例施行

□市の役割…計画的に地下水
の保全・涵

かんよう

養のための施策
を実施

□市民・事業者の皆さんの役割

市が進める地下水の保全・
涵養の取り組みへの協力等

□地下水利用者の役割…採取
量の縮減に努めることや採
取した地下水の再利用等

[条例制定（ルール作り）]


